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法学会記事・民事法研究会記事

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
一
二
六
年
四
月
1

六
月
)

一
、
四
月
二
八
日
(
金
)

O
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
律
の
立
案
過
程
L
報
告
者

深

瀬

二
、
六
月
九
日
(
金
〉

O
「
ポ

i
ズ
ル
の
，
ァ

l
デ
ル
パ
ウ
ア

1
0
に

関

す

る

構

想

ゲ

ル

マ

ン
時
代
に
お
け
る
貴
族
と
農
民
!
|
」

報
告
者

石

三
、
六
月
二
三
日
(
金
)

O
「
I
L
O
条
約
の
批
准
と
国
内
法
の
改
正
」
報
告
者

薮

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
六
年
四
月
!
七
月
)

て
四
月
二
一
日
(
金
〉
研
究
報
告
・
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
わ
が
国
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
発
展
に
つ
い
て
五

十

嵐
宏、

111 
重

C
商
号
変
更
お
よ
び
代
表
取
締
役
就
任
の
登
記
の
未
了
と
会
社
の
代
表
取

締
役
と
し
て
約
束
手
形
の
振
出
を
し
た
者
の
手
形
上
の
責
任
(
昭
和
三

五
年
四
月
一
四
日
判
決
民
集
一
四
巻
五
号
八
三
三
頁
)

半

田

正

Jl't 

二
、
五
月
十
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

。
他
人
の
使
用
人
と
し
て
家
屋
に
居
住
す
る
に
す
ぎ
な
い
者
に
対
す
る
家

屋
明
渡
な
ら
び
に
賃
料
相
当
の
損
害
金
の
請
求
の
当
否
(
昭
和
三
五
年

四
月
七
日
判
決
民
集
一
四
巻
五
号
七
五
二
貝
)
河

上

元

康

C
弁
済
の
効
果
の
排
除
(
昭
和
三
五
年
七
月
一
日
判
決
民
集
一
四
巻
九

号

一

六

四

一

頁

)

石

川

恒

夫

。
一
、
幼
児
の
引
渡
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
幼
児
が
自
由
意
思
に

基
づ
い
て
相
手
方
の
許
に
居
住
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
事
例
二
、

幼
児
引
渡
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
と
憲
法
第
二
二
条
の
居
住
移
転
の

自
由
(
昭
和
一
二
五
年
一
二
月
一
五
日
判
決
民
集
一
四
巻
三
号
四
三

O
頁
)

浅

見

公

子

夫清

一
二
、
六
月
二
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

。
妻
の
醜
業
従
事
が
離
婚
原
因
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
五

年
六
月
一
七
白
判
決
民
集
一
四
巻
八
号
一
回

O
八
頁
)

山

畠

正

男

O
新
株
の
譲
渡
行
為
が
な
さ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
名
義
書
換
手
続
の
失
念

さ
れ
た
場
合
と
新
株
引
受
権
(
昭
和
三
五
年
九
月
一
五
日
判
決
員
集

一

四

巻

二

号

一

一

一

同

六

頁

)

藤

原

雄

三

。
経
営
補
助
者
た
る
非
組
合
員
の
解
雇
一
の
撤
回
を
争
議
目
的
の
一
つ
と
し

夫
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民事法研究会記事・公法研究会記事

て
掲
げ
る
争
議
行
為
が
違
法
で
な
い
と
さ
れ
た
事
例
二
、
い
わ
ゆ
る

抜
打
争
議
に
あ
た
ら
な
い
事
例
(
昭
和
三
五
年
四
月
ご
ム
ハ
日
民
集
一

四
巻
六
号
一

O
O
四

頁

〉

佐

保

雅

子

四
、
六
月
一
六
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

C
「
東
京
地
方
裁
判
所
厚
生
部
」
の
し
た
取
引
と
同
裁
判
所
の
責
任
(
昭

和
三
五
年
一

O
月
一
二
日
判
決
民
集
一
四
巻
一
一
一
号
一
二
八
六
一
一
員
)

川

井

健

O
一
、
民
法
第
七
一
五
条
第
二
墳
の
「
使
用
者
-
一
代
ハ
リ
テ
事
業
ヲ
監
督

ス
ル
者
」
の
意
義
二
、
民
法
第
七
一
五
条
第
二
項
の
「
使
用
者
ニ
代

ハ
リ
テ
事
業
ヲ
監
督
ス
ル
者
」
に
あ
た
ら
な
い
事
例
(
昭
和
一
二
五
年
四
月

一
四
日
判
決
民
集
一
四
巻
五
号
八
六
三
頁
)
中
川
良
延

C
手
形
所
持
人
の
過
失
の
有
無
と
手
形
法
第
一
七
条
〈
昭
和
一
二
五
年
一

O

月
ご
五
日
判
決
民
集
一
回
巻
二
一
号
ご
七

7
0
頁
)
石

回

満

五
、
七
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
一
、
減
殺
請
求
後
の
転
得
者
に
対
す
る
減
殺
請
求
の
許
否
二
、
転
得

者
に
対
す
る
減
殺
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
(
昭
和
三
五
年
七
月

一
九
日
判
決
民
集
一
回
巻
九
号
一
七
七
九
頁
)
五

十

嵐

清

O
会
社
の
使
用
人
が
代
表
取
締
役
の
承
認
の
も
と
に
常
務
取
締
役
の
名
称

を
使
用
し
て
な
し
た
行
為
に
対
す
る
商
法
第
二
六
二
条
の
類
推
適
用
の

有
無
(
昭
和
三
五
年
一

O
月
一
四
己
判
決
民
集
一
四
巻
一
一
一
号
ご
四

九

九

頁

)

平

出

慶

道

。
一
、
労
仇
基
準
法
第
二

C
条
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
解
雇
の
効
力
二
、

労
仇
基
準
法
第
二
四
条
の
附
加
金
支
払
義
務
の
性
質
(
昭
和
三
五
年

ゴ
一
月
一
一
日
判
決
民
集
一
四
巻
三
号
四

O
一
二
頁
)薮

重

六
、
七
月
二
一
日
(
木
)
最
高
裁
判
所
判
川
研
究

C
民
法
第
一
一

O
条
の
基
本
代
理
権
の
存
否
お
よ
び
同
法
第
七
一
五
条
の

業
務
執
行
の
範
囲
内
か
否
か
の
判
断
に
つ
き
審
理
不
尽
・
理
由
不
備
の

違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
一
ニ
五
年
六
月
九
日
民
集
一
四
巻

セ
号
二
ニ

O
四

頁

)

浅

見

公

子

む
中
間
者
の
同
意
な
し
に
な
さ
れ
た
中
間
省
略
登
記
の
抹
消
請
求
が
許
さ

れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
一
二
五
年
四
月
一
一
一
日
判
決
民
集
一
四

巻

六

号

九

四

六

頁

)

半

田

正

夫

。
民
法
上
の
組
合
に
お
け
る
多
数
代
理
の
許
否
(
昭
和
三
五
年
一
一
一
月
九

日
判
決
民
集
一
四
巻
二
一
一
号
一
一
九
九
四
頁
)
五
十
嵐
清

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
ゴ
一
六
年
六
月

i
七
月
)

一
、
六
月
二
日
(
金
)

。
訴
願
提
起
後
そ
の
裁
決
を
経
な
い
で
中
山
訴
ず
る
場
合
の
出
訴
期
間
(
最

判
明
和
三
六
年
二
月
一
一
一
日
判
例
時
報
三
五
一
一
号
一
四
頁
)

今

村

成

和

O
海
難
審
判
庁
の
海
難
原
因
を
朗
ら
か
に
す
る
裁
決
の
取
消
を
求
め
る
訴

の
適
否
(
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
五
日
判
例
時
報
ご
五
三
号
五
頁
)

深

瀬

忠

一

夫
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公法研究会記事

二
、
六
月
一
六
日
(
金
)

O
行
政
処
分
の
無
効
原
因
と
し
て
の
明
白
性
の
要
件
(
東
京
地
判
昭
和
三

六
年
一
一
月
一
一
一
日
判
例
時
報
ご
五
六
号
一
二
ニ
頁
、
最
判
昭
和
三
六
年

三

月

七

日

同

ご

五

七

号

一

七

頁

)

神

谷

間

。
農
地
買
収
適
否
の
判
断
の
基
準
時
〈
千
葉
地
判
三
六
年
一
一
月
ご

O
日

判

例
時
報
ご
五
三
号
ご

O
頁

)

今

村

成

和

三
、
六
月
三

O
日
(
金
)

O
砂
川
事
件
の
差
戻
後
の
第
一
審
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
一
二
八
年
一
二
月
ご

七

日

判

例

時

報

一

一

五

五

号

七

頁

)

深

瀬

忠

一

。
買
収
の
時
期
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
貿
収
令
書
の
交
付
に

よ
る
農
地
買
収
処
分
は
適
法
か
(
最
判
昭
和
一
ニ
六
年
三
一
月
三
日
判
例

時

報

三

五

五

号

ご

一

一

頁

)

中

村

陸

男

。
地
方
公
務
員
法
四
六
条
に
基
づ
く
措
置
要
求
の
申
立
を
棄
却
す
る
人
事

委
員
会
の
決
定
は
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
べ
き
行
政
処
分
に
当
る
か

(
最
判
昭
和
一
一
一
六
年
三
月
ご
八
日
判
例
時
報
コ
五
七
号
二
二
頁
〉

熊

本

信

夫
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四
‘
七
月
七
日
(
金
)

O
供
託
の
法
律
関
係
(
大
阪
地
判
昭
和
三
五
年
一

O
月
ご
四
日
判
例
時

報

一

一

五

七

号

ご

五

頁

)

今

村

成

和

。
国
会
議
員
の
院
内
に
お
け
る
犯
罪
と
裁
判
権
ハ
東
京
地
昭
和
三
六
年
四

月

三

五

日

判

例

時

報

ご

五

八

号

一

八

頁

〉

神

谷

昭
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